
高知県住宅ストック維持・向上促進事業

住宅の良質性をインスペクションによる定期的な検査の実施、長期優良住宅認定取得をもって評価し、鑑定評価結果等により、現状での
売買価格を推計。更に経年後の売買価格の額を、第三者評価を伴った延長耐久年数による償却価値評価の手法で推計し、適正な検査とメ
ンテナンスを定期的に受けるものについては、借入利息を0.1％以上下げた設定とするローン金利優遇型住宅リフォームローン商品を開発
する。新築住宅では、残価設定ローンを検討する。

１．住宅性能の向上・維持保全に資する取組 ３．金融面（金融商品・資金調達支援）の取組

【住宅の設定条件】

住宅の良質性は新築・既存住宅共、インスペクションによる定期的な検査の実
施、長期優良住宅認定取得をもって評価。

【適正な資産価値評価】
上記に基づき、不動産事業者が値付けを
行い、不動産鑑定士による評価結果と比
較し、現状での売買価格を推計。更に経年
後の売買価格の額を、第三者評価を伴った
延長耐久年数による償却価値評価手法で
推計する。

【設定条件の維持保全】

「いえもりカルテ」などの履歴管理システ
ムの活用、かかりつけ事業者（工務店、
設計、不動産事業者他）との長期
メンテナンス契約の実施。
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２．住宅性能を適正な価格評価につなげる仕組み

上図での条件を義務化し、長期優良住宅（新築・既存共）でのメンテナンスチェッ
ク、3・5・7・10年目を節目に、10年間で計4回のインスペクションを実施。結果を

踏まえ、劣化が著しいものついては補修。既存住宅のリフォーム時における、売
買時の資産価値評価と想定年数経過後の資産価値評価は別添資料1のとおり
の計算方法で扱う。

【従来の金融支援】
既存住宅ローンとの連携があまり見られなかった。

【開発予定の金融商品】

①中山間地域等、土地担保価値が不利な地域におけ
る、中古住宅対応型の商品の構築。

②左記図での取組ストック住宅の売買・リフォーム時に
おける借入ローン金利を0.1%程度割引いた商品の構
築。

③中古住宅流通促進と資産価値向上に向け、既存住
宅の瑕疵担保責任保険（売買時・リフォーム後）

の付保を条件としている。資産価値評価証拠書類とし
て、新築・既存共、長期優良住宅認定を基本と

するが、取得出来ない物件等に関しては、維持管理契
約（見守り契約）を公証人役場にて公正証書と
して保存することにより証明する仕組みを検討中。
疵担保責任保険（売買時・リフォーム後）

の付保を条件としている。資産価値評価証拠書類と
して、新築・既存共、長期優良住宅認定を基本と

するが、取得出来ない物件等に関しては、維持管理
契約（見守り契約）を公証人役場にて公正証書と
して保存することにより証明する仕組みを検討中。

事業主体：こうちスマートウェルネス住宅推進協議会
構成員：こうちスマートウェルネス住宅推進協議会（代表者）、
（一社）高知県中小建築業協会、 高知県林業活性化推進協議会、
中央開発(株)、(有)よさこいフェイス、横川不動産鑑定
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